
春日部市公民館における新型コロナウイルス感染防止ガイドライン(第 2 段階) 

春日部市中央公民館 

１ 時期 

  令和２年６月１５日（月）から当分の間 

 

２ 公民館からのお知らせ 

 （１） ロビー、共有スペース、図書の貸し出しは、当分の間休止します。 

 （２） 換気のできない部屋の貸し出しは、当分の間休止します。 

 （３） 部屋の定員は、１人あたり４㎡以上を確保するために、定員を変更しています。 

    (新たに部屋ごとの利用人数を定めています。 

 （４） 茶器などの公民館備品の貸し出しは、当分の間休止します。 

 （５） テーブル、イス、ドアノブ、スイッチボタン、蛇口、手すりなどの消毒を、定期的に 

    実施します。 

 （６） 感染が疑われる方が発生した場合、春日部市の対応マニュアルに添って行動します。 

 

３ 利用者へご協力いただくこと 

 （１） 体調が優れない、身近に感染が疑われる方がいる、渡航等による濃厚接触がある方は、 

    ご遠慮ください。（14 日以内に政府から入国制限、入国後観察期間を必要とされない国、 

    地域等への渡航並びに当該在住者との濃厚接触があった方） 

 （２） 施設の利用者は、マスクを着用してください。 

    （気温や湿度が高いときは必要に応じて外すなど、熱中症に十分注意をお願いします） 

 （３） 活動前に手洗い、手指の消毒を行ってください。 

 （４） 簡単な体操、卓球、バレー、バドミントンなど接触を伴わない運動については、飛沫 

    感染予防を十分に行ってご利用ください。 

 （５） 新定員以下で、ご利用ください。 

 （６） 利用者同士の距離を、２ｍ程度空け、手の届く距離に集まらないでください。 

 （７） 近距離での会話や大きな声を出すことは、控えてください。 

 （８） 直接、手と手の接触など身体的接触のある活動は控えてください。 

 （９） 利用中は定期的な換気(主催者最低１時間に１回５分程度)に努めてください。 

（１０） 施設の主催者は、利用者の氏名・連絡先を把握してください。(チェックシートの活用) 

（１１） 調理及び食事を主に供するものは、ご遠慮ください。(茶道含む。水分補給は除く。) 

 

４ 主催事業 

 （１） １０１人以上の定員の事業及び不特定多数を集める事業は当分の間中止、または延期 

    します。 

 （２） 高齢者や妊婦、乳幼児等の参加が多く見込まれる事業は当分の間中止、または延期します。 

 （３） 利用者への注意事項と同様、３密の状態は作らず、マスク着用、消毒などを徹底し、 

    参加者の連絡先は把握します。 


